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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、少なくともゲート電極と、ゲート絶縁膜と、半導体層と、半導体層の保護層
と、ソース電極と、ドレイン電極とを有し、
　前記ソース電極とドレイン電極が、半導体層を介して接続してあり、
　前記ゲート電極と前記半導体層の間にゲート絶縁膜があり、
　前記半導体層の少なくとも一面側に前記保護層を有し、
　前記半導体層が、Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含む酸化物であり、かつ、
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上７５原子％以下
であり、
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％未満であり、
　Ｓｎの平均価数が＋３．８以上
であることを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【請求項２】
　前記半導体層が下記条件１を満たすことを特徴とする請求項１記載の電界効果型トラン
ジスタ。
・条件１
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が４０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１０原子％以上２３原子
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％未満
【請求項３】
　前記半導体層が下記条件２を満たすことを特徴とする請求項１記載の電界効果型トラン
ジスタ。
・条件２
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が４０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１原子％以上１０原子％
未満
【請求項４】
　前記半導体層が下記条件３を満たすことを特徴とする請求項１記載の電界効果型トラン
ジスタ。
・条件３
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２３原子％以上３０原子
％以下
【請求項５】
　前記半導体層が下記条件４を満たすことを特徴とする請求項１記載の電界効果型トラン
ジスタ。
・条件４
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が６５原子％超７５原子％
以下
【請求項６】
　前記保護層が酸化物からなることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の電界効
果型トランジスタ。
【請求項７】
　前記保護層が、酸化物からなる第一の保護層と、窒化物からなる第二の保護層とからな
ることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項８】
　電界効果移動度が３ｃｍ２／Ｖｓ以上、オフ電流が２×１０－１２Ａ以下、閾値電圧（
Ｖｔｈ）が－１Ｖ以上５Ｖ以下であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の
電界効果型トランジスタ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の電界効果型トランジスタを具備したことを特徴とする
ディスプレイ用パネル。
【請求項１０】
　Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含む酸化物であり、かつ、
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上７５原子％以下
であり、
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％未満
であり、
　Ｓｎの平均価数が＋３．８以上であることを特徴とする半導体膜。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界効果型トランジスタ、その製造方法及びスパッタリングターゲットに関
する。
【背景技術】
【０００２】



(3) JP 5307144 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

　電界効果型トランジスタは、半導体メモリ集積回路の単位電子素子、高周波信号増幅素
子、液晶駆動用素子等として広く用いられており、現在、最も多く実用化されている電子
デバイスである。
　そのなかでも、近年における表示装置のめざましい発展に伴い、液晶表示装置（ＬＣＤ
）のみならず、エレクトロルミネッセンス表示装置（ＥＬ）や、フィールドエミッション
ディスプレイ（ＦＥＤ）等の各種の表示装置において、表示素子に駆動電圧を印加して表
示装置を駆動させるスイッチング素子として、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が多用されて
いる。
【０００３】
　薄膜トランジスタの材料としては、シリコン系半導体が広く用いられている。一般に、
高速動作が必要な高周波増幅素子、集積回路用素子等には、結晶系シリコンが用いられ、
液晶駆動用素子等には、大面積化の要求からアモルファスシリコンが用いられている。
　しかしながら、結晶系シリコンは、結晶化を図る際に、例えば、８００℃以上の高温や
エキシマーレーザーによる加熱が必要となり、大面積基板への構成が困難で、製造に際し
て多大なエネルギーと工程数を要する等の問題があった。さらに、結晶系シリコンは通常
ＴＦＴの素子構成がトップゲート構成に限定されるためマスク枚数の削減等コストダウン
が困難であった。
【０００４】
　一方、比較的低温で形成できる非晶性のシリコン半導体（アモルファスシリコン）は、
移動度（電界効果移動度）が０．５ｃｍ２／Ｖｓ程度と小さく、結晶系のものに比べてス
イッチング速度が遅いため、大画面・高精細・高周波数の動画の表示に追従できない場合
がある。また、アモルファスシリコンを用いた電界効果トランジスタは直流電流ストレス
に対する安定性（信頼性）が低く、直流電流駆動を行う有機ＥＬ等の自発光表示素子の駆
動への応用が困難であるという問題点があった。
【０００５】
　尚、現在、表示装置を駆動させるスイッチング素子としては、シリコン系の半導体膜を
用いた素子が主流を占めているが、それは、シリコン薄膜の安定性、加工性の良さの他、
スイッチング速度が速い等、種々の性能が良好なためである。そして、このようなシリコ
ン系薄膜は、一般に化学蒸気析出法（ＣＶＤ）法により製造されている。
【０００６】
　また、従来のＴＦＴには、ガラス等の基板上にゲ－ト電極、ゲ－ト絶縁層、水素化アモ
ルファスシリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）等の半導体層、ソ－ス及びドレイン電極を積層した逆
スタガ構造のものがある。このＴＦＴは、イメ－ジセンサを始め、大面積デバイスの分野
において、アクティブマトリクス型の液晶ディスプレイに代表されるフラットパネルディ
スプレイ等の駆動素子として用いられている。これらの用途では、高機能化（大画面・高
精細・高周波数対応）に伴い、さらなる作動の高速化が求められている。
【０００７】
　このような状況下、トランジスタ性能（移動度、安定性）と大面積化の両立が期待でき
る半導体として、酸化物を用いた酸化物半導体が注目されている。
　しかしながら、このような酸化物半導体のうち、従来からある酸化亜鉛を用いたものは
、移動度が低い、オンオフ比が低い、漏れ電流が大きい、ピンチオフが不明瞭、ノーマリ
ーオンになりやすい等、ＴＦＴの性能が低い。また、耐薬品性が劣るため、ウェットエッ
チングが難しい等、製造プロセスや使用環境の制限があった。
　さらに、性能を上げるためには、酸化物半導体を高い圧力で成膜する必要があるため、
成膜速度が遅く、また、７００℃以上の高温処理が必要であった。また、トップゲート構
成では酸化物半導体の膜厚を５０ｎｍ以上にする必要がある等、実用上の制限が多かった
。
【０００８】
　このような問題を解決するために、酸化インジウム及び酸化亜鉛からなる非晶質酸化物
半導体、又は酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化ガリウムからなる非晶質酸化物半導体を
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用いた電界効果型トランジスタが検討されている。しかしながら、ガリウム（Ｇａ）を添
加しないと耐湿性等の環境安定性が不足する一方、Ｇａの添加量が増えると移動度やＳ値
等のＴＦＴ特性が低下するおそれがあった。また、Ｇａはレアメタルであるためコストが
高く、安定供給に問題があった。
【０００９】
　そこで、Ｇａを用いないものとして、酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫からなる非
晶質酸化物半導体を用いた電界効果型トランジスタが検討されている（例えば、特許文献
１参照。）。
　酸化錫を用いた電界効果型トランジスタは古くから検討されていたが、オフ電流が高く
移動度が低いため実用化されなかった。これは、酸化錫では絶縁体である低級酸化物（Ｓ
ｎＯ等）が生成しやすいためであると考えられていた。このことから酸化錫は半導体材料
として適しないと考えられていた。実際、錫を主成分とした酸化インジウム、酸化亜鉛及
び酸化錫からなる非晶質酸化物半導体を用いた電界効果トランジスタでは、オフ電流やヒ
ステリシスが大きく、閾値電圧（Ｖｔｈ）が大きく負となっていた。さらに、熱処理によ
り移動度は向上できるが、熱処理温度に応じ閾値電圧が負方向に大きくシフトするため、
各トランジスタの性能のばらつきが大きい、信頼性が低い等、実用化を妨げる問題があっ
た（例えば、非特許文献１参照）。
【００１０】
　また、コスパッタを用いた錫を主成分としない酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫か
らなる非晶質酸化物半導体の検討されている。この半導体では、亜鉛が２５原子％以上含
まれると移動度が低下し、閾値電圧が大きくなり、一方亜鉛が２５原子％未満含まれると
Ｓ値が大きくなり閾値電圧が負となり、トランジスタ特性のよい電界効果トランジスタが
作製できる組成比を見出すことは困難と考えられていた（例えば、非特許文献２参照）。
【００１１】
　このような状況であったため、酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫からなる非晶質酸
化物半導体ではディスプレイ用パネル等の実用に適した電界効果型トランジスタの作製は
困難と思われていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０８８７２６　Ａ１
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｍ．Ｓ．Ｇｒｏｖｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｄ．４０，１３
３５（２００７）
【非特許文献２】Ｋａｃｈｉｒａｙｉｌ　Ｊ．Ｓａｊｉ　ｅｔ　ａｌ．，　ＪＯＵＲＮＡ
Ｌ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＳＯＣＩＥＴＹ，１５５（６），
Ｈ３９０－３９５（２００８）
【発明の概要】
【００１４】
　本発明の目的は、トランジスタ特性（移動度、オフ電流、閾値電圧）及び信頼性（閾値
電圧シフト、耐湿性）が良好で、ディスプレイパネルに適した電界効果型トランジスタを
提供することである。
【００１５】
　本発明によれば、以下の電界効果型トランジスタ等が提供される。
１．基板上に、少なくともゲート電極と、ゲート絶縁膜と、半導体層と、半導体層の保護
層と、ソース電極と、ドレイン電極とを有し、
　前記ソース電極とドレイン電極が、半導体層を介して接続してあり、
　前記ゲート電極と前記半導体層の間にゲート絶縁膜があり、
　前記半導体層の少なくとも一面側に保護層を有し、
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　前記半導体層が、Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含む酸化物であり、かつ、
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上７５原子％以下
であり、
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％未満
であることを特徴とする電界効果型トランジスタ。
２．前記半導体層が下記条件１を満たすことを特徴とする１記載の電界効果型トランジス
タ。
・条件１
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が４０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１０原子％以上２３原子
％未満
３．前記半導体層が下記条件２を満たすことを特徴とする１記載の電界効果型トランジス
タ。
・条件２
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が４０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１原子％以上１０原子％
未満
４．前記半導体層が下記条件３を満たすことを特徴とする１記載の電界効果型トランジス
タ。
・条件３
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２３原子％以上３０原子
％以下
５．前記半導体層が下記条件４を満たすことを特徴とする１記載の電界効果型トランジス
タ。
・条件４
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が６５原子％超７５原子％
以下
６．前記保護層が酸化物からなることを特徴とする１～５のいずれかに記載の電界効果型
トランジスタ。
７．前記保護層が、酸化物からなる第一の保護層と、窒化物からなる第二の保護層とから
なることを特徴とする１～５のいずれかに記載の電界効果型トランジスタ。
８．電界効果移動度が３ｃｍ２／Ｖｓ以上、オフ電流が２×１０－１２Ａ以下、閾値電圧
（Ｖｔｈ）が－１Ｖ以上５Ｖ以下であることを特徴とする１～７のいずれかに記載の電界
効果型トランジスタ。
９．Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含有する酸化物であり、
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上７０原子％以下
であり、
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％未満であることを特
徴とする電界効果型トランジスタの半導体層形成用スパッタリングターゲット。
１０．Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含有する酸化物であり、
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が７０原子％以下であり、
　Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が３３原子％未満であり、
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５原子％以上１５原子％未満で
あることを特徴とする電界効果型トランジスタの半導体層形成用スパッタリングターゲッ
ト。
１１．９又は１０のスパッタリングターゲットを用いて半導体層を成膜する工程を含むこ
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とを特徴とする１～８のいずれかに記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
１２．半導体層を形成する工程、半導体層上に保護層を形成する工程、及びそれらの工程
の後に１５０～３５０℃で熱処理する工程を含むことを特徴とする１１に記載の電界効果
型トランジスタの製造方法。
１３．半導体層の一部を低抵抗化させソース電極又はドレイン電極とする工程を含むこと
を特徴とする１１又は１２に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
１４．１～８のいずれかに記載の電界効果型トランジスタを具備したことを特徴とするデ
ィスプレイ用パネル。
１５．Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含む酸化物であり、かつ、
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上７５原子％以下
であり、
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％未満
であり、
　Ｓｎの平均価数が＋３．２以上であることを特徴とする半導体膜。
【００１６】
　本発明によれば、半導体層がＩｎ、Ｓｎ及びＺｎを特定の組成比で含み、半導体層の少
なくとも一面側に保護層を有することで、トランジスタ特性（移動度、オンオフ比、オフ
電流、Ｓ値、閾値電圧（Ｖｔｈ）、ヒステリシス、閾値電圧のシフト、耐湿性）が高く実
用性の高い電界効果トランジスタが得られる。
　また、レアメタルであるＧａを添加しなくともトランジスタ特性に優れた電界効果型ト
ランジスタの提供が可能になった。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態の電界効果型トランジスタの概略断面図である。
【図２】本発明における半導体層の好ましい組成条件（領域）を示す図である。
【図３ａ】実施例１で作製した電界効果型トランジスタの製造工程を示す図である。
【図３ｂ】実施例１で作製した電界効果型トランジスタの製造工程を示す図である。
【図４】昇電圧時及び降電圧時の伝達曲線（Ｉ－Ｖ特性）の例であり、（ａ）はヒステリ
シスの少ない例であり、（ｂ）はヒステリシスの大きい例を示す図である。
【図５】（ａ）実施例４０で作製したボトムゲートエッチストッパー型の電界効果型トラ
ンジスタの概略断面図であり、（ｂ）は同トランジスタの概略上面図である。
【図６】実施例４７で作製したボトムゲート構造のバックチャンネルエッチ（ＢＣＨ）型
の電界効果型トランジスタの概略断面図である。
【図７】実施例５２で作製したコプラナー構造電界効果型トランジスタの製造工程を示す
図である。
【図８】酸化物半導体の、温度と移動度の関係を示す図である。
【図９】実施例５４で作製したトップゲート構造電界効果型トランジスタの概略断面図で
ある。
【図１０】実施例５５で作製した電界効果型トランジスタの概略断面図である。
【図１１】コスパッタによる薄膜形成の概念図である。
【図１２】（ａ）は半導体層のＺｎ量と移動度の関係を示す図であり、（ｂ）は半導体層
のＺｎ量とオフ電流の関係を示す図である。
【図１３】（ａ）は半導体層のＩｎ量と移動度の関係を示す図であり、（ｂ）は半導体層
のＩｎ量とオフ電流の関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の電界効果型トランジスタは、基板上に、少なくとも半導体層と、半導体層の保
護層と、ソース電極と、ドレイン電極と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する。
　図１は、本発明の一実施形態の電界効果型トランジスタの概略断面図である。
　この電界効果型トランジスタでは、基板１０上に、ゲート電極１１がストライプ状に形
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成されている。このゲート電極１１を覆うようにゲート絶縁膜１２を有し、このゲート絶
縁膜１２上であって、かつ、ゲート電極１２の上方に半導体層１３（活性層）が形成され
ている。
　半導体層１３の一端側に、ゲート電極１１と直交する方向にソース電極１４が接続され
ている。また、半導体層１３の一端に対向する他端側にドレイン電極１５が接続されてい
る。
　半導体層１３、ソース電極１４及びドレイン電極１５の中間の位置に第一の保護層１６
が形成されている。
　ゲート絶縁膜１２、ソース電極１４、ドレイン電極１５及び第一の保護層１６を覆うよ
うに、第二の保護層１７が形成されている。
　第二の保護層１７にはコンタクトホール１８があり、外部電極と、ソース電極１４又は
ドレイン電極１５が接続されている。
　尚、第二の保護層１７は必ずしも必須ではないが、形成することが好ましい。
【００１９】
　本発明の電界効果型トランジスタでは、半導体層１３がＩｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原
子を含んでおり、Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上
７５原子％以下であり、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子
％未満であることを特徴とする。
【００２０】
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）を２５原子％以上とすることにより、Ｚｎにより酸素欠損
が抑制され、適性な閾値電圧（Ｖｔｈ）の電界効果トランジスタが得られる。また、７５
原子％以下とすることにより、酸化亜鉛（ＺｎＯ）の結晶の生成によるトランジスタ性能
の低下（移動度の低下、オフ電流の増加、Ｓ値の増加等）を避けることが出来る。
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）は３０原子％以上がより好ましく、３５原子％以上がさら
に好ましい。
【００２１】
　また、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）を５０原子％未満とすることにより、酸化錫の低級
酸化物の生成（Ｓｎ平均価数の低下）によるトランジスタ性能の低下（移動度の低下、オ
フ電流の増加、Ｓ値の増加等）を避けることが出来る。
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）は３３原子％以下が好ましく、２８原子％以下がより好ま
しく、２３原子％未満がさらに好ましく、２０原子％以下が特に好ましい。３３原子％以
下とすることにより、トランジスタ特性（移動度、オンオフ比、オフ電流、Ｓ値、閾値電
圧（Ｖｔｈ）、ヒステリシス、閾値電圧のシフト、耐湿性）が良好な電界効果トランジス
タが得られる。また、ＰＥＣＶＤ時のプラズマ照射等、プロセス上で還元雰囲気に曝され
た際の、移動度等のトランジスタ特性の低下を防ぐことが出来る。これは、錫の低級酸化
物の生成（Ｓｎ平均価数の低下）を抑制することができるためと思われる。
【００２２】
　本発明では、半導体層１３がＳｎ原子を含むことで、耐湿性の向上や、耐薬品性の向上
（耐ＰＡＮ性の向上含む）、雰囲気温度に対する安定性が期待できる。さらに、Ｓｎを含
有することでレアメタルであるＩｎの含有量を低減することができる。
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）は１原子％以上であることが好ましく、３原子％以上がよ
り好ましく、５原子％以上がさらに好ましく、１０原子％以上が特に好ましい。
【００２３】
　半導体層の組成においては、下記の条件１～４のいずれかを満たすことが好ましい。
・条件１
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が４０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１０原子％以上２３原子
％未満
・条件２
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　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が４０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１原子％以上１０原子％
未満
・条件３
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％以上６５原子
％以下
　（２）Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２３原子％以上３０原子
％以下
・条件４
　（１）Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が６５原子％超７５原子％
以下
【００２４】
　図２に本発明における半導体層の好ましい組成条件（領域）を示す。
　半導体層の組成が領域１内にあると、トランジスタ特性（移動度、オンオフ比、オフ電
流、Ｓ値、閾値電圧（Ｖｔｈ）、ヒステリシス、閾値電圧のシフト、耐湿性）に非常に優
れた電界効果トランジスタが得られる。また、半導体層及びソース・ドレイン電極の形成
にウェットエッチングを採用できるため、大型パネルを低いコストで製造できる。有機Ｅ
Ｌディスプレイや液晶ディスプレイ用途に特に適している。
【００２５】
　領域１のうち、特に下記の範囲が最も好ましい。
　（１）　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５７原子％以上６５原
子％以下
　（２）　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１０原子％以上１８原
子％未満
　前記範囲内だと、移動度（ｃｍ２／Ｖｓ）及びオンオフ比が高く、オフ電流及びＳ値が
小さく、かつ閾値電圧のシフトΔＶｔｈ（Ｖ）が小さい良好な電界効果トランジスタが得
られる。さらに、前記範囲内だと、希少資源であるＩｎ（インジウム）の含有量も少ない
ため、低い原料比で良好なターゲット及び良好な電界効果トランジスタが得られ工業的に
最適である。
【００２６】
　半導体層の組成が領域３内にあると、プロセス耐性が高くプロセス温度が高くとも劣化
の危険性が少ない。また、耐湿性に優れた電界効果トランジスタが得られる。そのため、
プロセス温度が高い無機ＥＬディスプレイ用途に特に適している。
【００２７】
　半導体層の組成が領域２内にあると、低温の熱処理で高い特性が得られる。耐熱性の低
い樹脂基板等を用いる用途（例えばフレキシブルディスプレイ）に特に適している。
【００２８】
　半導体層の組成が領域４内にあると、オフ電流が低い電界効果トランジスタが得られる
。また、亜鉛が主成分のため原料コストが低く、製品から原料を回収する必要性がない。
そのため、ディスポーザルな用途（ＩＣタグ等）に特に適している。
【００２９】
　半導体層の組成において、Ｓｎ原子とＩｎ原子の原子比（Ｓｎ／Ｉｎ）は、０．４１以
上０．６９以下が特に好ましい。０．４１以上だと耐湿性が向上し、０．６９以下だと低
温プロセスで優れたトランジスタ特性が得られる。また、酸化錫の低級酸化物の生成（Ｓ
ｎ平均価数の低下）によるトランジスタ性能の低下（移動度の低下、オフ電流の増加、Ｓ
値の増加等）を避けることが出来る。
【００３０】
　半導体層は、Ｉｎ，Ｓｎ及びＺｎの他に、Ｇａ、Ａｌ、Ｂ、Ｓｃ、Ｙ、ランタノイド類
（Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、
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Ｌｕ）、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｇｅ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｍｎ、Ｗ、Ｍｏ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ
、Ｃｒ及びＮｂから選ばれた元素を０～２０原子％含んでいてもよい。
　また、Ｎａ含有量が１００ｐｐｍ未満であることが好ましい。Ｎａの含有量が１００ｐ
ｐｍ未満であると、電圧による可動イオンの量が少ないため電圧ストレスに対する信頼性
が向上する（ΔＶｔｈが小さくなる）。
　以下、本発明の電界効果型トランジスタを構成する部材の例について説明する。
【００３１】
１．基板
　特に制限はなく、本技術分野で公知のものを使用できる。例えば、ケイ酸アルカリ系ガ
ラス、無アルカリガラス、石英ガラス等のガラス基板、シリコン基板、アクリル、ポリカ
ーボネート、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等の樹脂基板、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリアミド等の高分子フィルム基材等が使用できる。基板や基材の厚
さは０．１～１０ｍｍが一般的であり、０．３～５ｍｍが好ましい。ガラス基板の場合は
、化学的に、或いは熱的に強化させたものが好ましい。透明性や平滑性が求められる場合
は、ガラス基板、樹脂基板が好ましく、ガラス基板が特に好ましい。軽量化が求められる
場合は樹脂基板や高分子機材が好ましい。
【００３２】
２．半導体層
　半導体層は、上述したとおり、Ｉｎ、Ｚｎ及びＳｎの各原子を含む複合酸化物からなる
。このような半導体層は、例えば、後述する本発明の複合酸化物ターゲット（半導体層用
ターゲット）を使用して薄膜を形成することで作製できる。
　また、半導体層は、粒子状の酸化物半導体を溶媒に溶かし、その酸化物半導体溶液を塗
布又は印刷し、その後、加熱処理で溶媒を蒸発させることにより形成することもできる。
この方法は、設備コストが低くエネルギー効率も高いため好ましい。
　ゾルゲル法等の溶液の利用やＣＶＤも利用できるが、大面積に均一に成膜するには半導
体用ターゲットを用いスパッタリングで形成することが、トランジスタ特性が高くなるこ
とから最も好ましい。
【００３３】
　本発明において、半導体層は非晶質膜であることが好ましい。非晶質膜であることによ
り、絶縁膜や保護層との密着性が改善される、大面積でも均一なトランジスタ特性が容易
に得られることとなる。ここで、半導体層が非晶質膜であるかは、Ｘ線結晶構造解析によ
り確認できる。明確なピークが観測されない場合が非晶質である。
【００３４】
　また、半導体層の電子キャリア濃度が１０１３～１０１８／ｃｍ３であることが好まし
く、特に１０１４～１０１７／ｃｍ３であることが好ましい。電子キャリア濃度が上記の
範囲であれば、非縮退半導体となりやすく、トランジスタとして用いた際に移動度とオン
オフ比のバランスが良好となり好ましい。キャリア密度が１０１８ｃｍ－３以下だとオフ
電流を小さくでき、ノーマリーオフとしやすくなる。１０１３ｃｍ－３以上だと移動度を
向上させることができる。
　また、比抵抗は１０－１～１０９Ωｃｍであることが好ましい。より好ましくは１０～
１０７Ωｃｍである。特に好ましくは、１０２～１０５Ωｃｍである。１０－１Ωｃｍ以
上だとオフ電流を小さくすることができる。１０９Ωｃｍ以下だと移動度を高くし、閾値
電圧を小さくできる。
　また、バンドギャップが２．０～６．０ｅＶであることが好ましく、特に、２．８～５
．０ｅＶがより好ましい。バンドギャップは、２．０ｅＶより小さいと可視光を吸収し電
界効果型トランジスタが誤動作するおそれがある。一方、６．０ｅＶより大きいとキャリ
アが供給されにくくなり電界効果型トランジスタが機能しなくなるおそれがある。
【００３５】
　半導体層は、熱活性型を示す非縮退半導体であることが好ましい。縮退半導体であると
キャリアが多すぎてオフ電流・ゲートリーク電流が増加する、閾値が負になりノーマリー
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オンとなるおそれがある。半導体層が非縮退半導体であるかは、ホール効果を用いた移動
度とキャリア密度の温度変化の測定を行うことにより判断できる。また、半導体層を非縮
退半導体とするには、成膜時の酸素分圧を調整する、後処理をすることで酸素欠陥量を制
御しキャリア密度を最適化することで達成できる。
【００３６】
　半導体層の表面粗さ（ＲＭＳ）は、１ｎｍ以下が好ましく、０．６ｎｍ以下がさらに好
ましく、０．３ｎｍ以下が特に好ましい。１ｎｍより大きいと、移動度が低下するおそれ
がある。
　半導体層は、酸化インジウムのビックスバイト構造の稜共有構造の少なくとも一部を維
持している非晶質膜であることが好ましい。酸化インジウムを含む非晶質膜が酸化インジ
ウムのビックスバイト構造の稜共有構造の少なくとも一部を維持しているかどうかは、高
輝度のシンクロトロン放射等を用いた微小角入射Ｘ線散乱（ＧＩＸＳ）によって求めた動
径分布関数（ＲＤＦ）により、Ｉｎ－Ｘ（Ｘは，Ｉｎ，Ｚｎ）を表すピークが０．３０か
ら０．３６ｎｍの間にあることで確認できる（詳細については、下記の文献を参照すれば
よい。Ｆ．Ｕｔｓｕｎｏ，　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｉｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，Ｖｏｌ
ｕｍｅ　４９６，　２００６，　Ｐａｇｅｓ　９５－９８）。
【００３７】
　さらに、原子間距離が０．３０から０．３６ｎｍの間のＲＤＦの最大値をＡ、原子間距
離が０．３６から０．４２の間のＲＤＦの最大値をＢとした場合に、Ａ／Ｂ＞０．７の関
係を満たすことが好ましく、Ａ／Ｂ＞０．８５がより好ましく、Ａ／Ｂ＞１がさらに好ま
しく、Ａ／Ｂ＞１．２が特に好ましい。
　Ａ／Ｂが０．７以下だと、半導体層をトランジスタの活性層として用いた場合、移動度
が低下したり、閾値やＳ値が大きくなりすぎるおそれがある。Ａ／Ｂが小さいことは、非
晶質膜の近距離秩序性が悪いことを反映しているものと考えられる。
【００３８】
　また、Ｉｎ－Ｉｎの平均結合距離が０．３～０．３２２ｎｍであることが好ましく、０
．３１～０．３２ｎｍであることが特に好ましい。Ｉｎ－Ｉｎの平均結合距離はＸ線吸収
分光法により求めることができる。Ｘ線吸収分光法による測定では、立ち上がりから数百
ｅＶも高いエネルギーのところまで広がったＸ線吸収広域微細構造（ＥＸＡＦＳ）を示す
。ＥＸＡＦＳは励起された原子の周囲の原子による電子の後方散乱によって引き起こされ
る。飛び出していく電子波と後方散乱された波との干渉効果が起こる。干渉は電子状態の
波長と周囲の原子へ行き来する光路長に依存する。ＥＸＡＦＳをフーリエ変換することで
動径分布関数（ＲＤＦ）が得られる。ＲＤＦのピークから平均結合距離を見積もることが
できる。
【００３９】
　半導体層の膜厚は、通常０．５～５００ｎｍ、好ましくは１～１５０ｎｍ、より好まし
くは３～８０ｎｍ、特に好ましくは１０～６０ｎｍである。０．５ｎｍより薄いと工業的
に均一に成膜することが難しい。一方、５００ｎｍより厚いと成膜時間が長くなり工業的
に採用できない。また、３～８０ｎｍの範囲内にあると、移動度やオンオフ比等ＴＦＴ特
性が特に良好である。
【００４０】
　本発明では、非局在準位のエネルギー幅（Ｅ０）が１４ｍｅＶ以下であることが好まし
い。半導体層の非局在準位のエネルギー幅（Ｅ０）は１０ｍｅＶ以下がより好ましく、８
ｍｅＶ以下がさらに好ましく６ｍｅＶ以下が特に好ましい。非局在準位のエネルギー幅（
Ｅ０）が１４ｍｅＶより大きいと、半導体層をトランジスタの活性層として用いた場合、
移動度が低下したり、閾値やＳ値が大きくなりすぎるおそれがある。半導体層の非局在準
位のエネルギー幅（Ｅ０）が大きいことは、非晶質膜の近距離秩序性が悪いことを反映し
ているものと考えられる。
【００４１】
　Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）で測定したＳｎ平均価数は、＋３．２以上が好ましく、＋
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３．６以上がより好ましく、＋３．８以上がさらに好ましい。上限は特に限定されないが
通常＋４．０以下である。ＸＰＳ価電子帯スペクトルでは、Ｓｎ５ｓに起因するバンドは
、低級酸化物であるＳｎＯ（Ｓｎ＋２：４ｄ１０５ｓ２の電子配置）のスペクトルのみに
みられ、ＳｎＯ２（Ｓｎ＋４：４ｄ１０の電子配置）にはみられない。そのため、Ｓｎ５
ｓバンドの相対強度からＳｎ平均価数を求めることができる（参照：Ｘ線光電子分光法、
１９９８年、丸善株式会社刊）。通常、スパッタで作製したＳｎＯ２膜のＳｎ平均価数は
、＋２．８程度である。
【００４２】
　Ｘ線局所構造解析（ＸＡＦＳ）法を用いたＩｎ、Ｓｎ、Ｚｎ各金属元素周辺の局所構造
解析において、Ｓｎ元素周りの構造はＳｎＯ２と同様の構造を有していると、散乱による
移動度の低下が抑制できて好ましい。またＩｎ、Ｚｎ元素周りの構造はＩＺＯ薄膜と同様
の構造を有しているとＺｎにより非晶質が安定化され好ましい。
　なお、前記解析を行うに際し、一般的な蛍光法では解析に十分なデータを得ることがで
きないので、多素子ＳＳＤ検出器を用い、且つ薄膜試料基板を微小角度に傾けて放射光を
入射させる斜入射法を用いて測定を行うことが好ましい。
【００４３】
３．第一及び第二の保護層
　保護層により、真空中や低圧下で半導体の表面層の酸素が脱離し、オフ電流が高くなる
、閾値電圧が負になることを防ぐことが出来る。また、大気下でも湿度等周囲の影響を受
けず、閾値電圧等のトランジスタ特性のばらつきの発生を防ぐことが出来る。
【００４４】
　保護層を形成する材料は特に制限はない。本発明の効果を失わない範囲で一般に用いら
れているものを任意に選択できる。例えば、ＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ａｌ２Ｏ３，Ｔａ２Ｏ

５，ＴｉＯ２，ＭｇＯ，ＺｒＯ２，ＣｅＯ２，Ｋ２Ｏ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏ，Ｒｂ２Ｏ，
Ｓｃ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３，ＰｂＴｉ３，ＢａＴａ２Ｏ６，Ｓｒ
ＴｉＯ３，ＡｌＮ等を用いることができる。これらのなかでも、ＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ａ
ｌ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３を用いるのが好ましく、より好ましくは
ＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３である。保護層は酸化物から
なることが特に好ましく、ＳｉＯ２，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３等の酸化物が
好ましい。これらの酸化物の酸素数は、必ずしも化学量論比と一致していなくともよい（
例えば、ＳｉＯ２でもＳｉＯｘでもよい）。また、ＳｉＮｘは水素元素を含んでいても良
い。
　このような保護層は、異なる２層以上の絶縁膜を積層した構造でもよい。
【００４５】
　また、保護層は、結晶質、多結晶質、非晶質のいずれであってもよいが、工業的に製造
しやすい多結晶質か、非晶質であるのが好ましい。尚、保護層が非晶質であることが特に
好ましい。非晶質膜であると界面の平滑性が良好で、移動度の向上、閾値電圧の抑制、Ｓ
値の抑制効果が期待できる。また、ゲートリーク電流を抑制できる。
【００４６】
　半導体層の保護層は、非晶質酸化物あるいは非晶質窒化物であることが好ましく、非晶
質酸化物であることが特に好ましい。また、保護層が酸化物でないと半導体中の酸素が保
護層側に移動し、オフ電流が高くなったり、閾値電圧が負になりノーマリーオフを示すお
それがある。また、半導体層の保護層は、ポリ（４－ビニルフェノール）（ＰＶＰ）、パ
リレン等の有機絶縁膜を用いてもよい。さらに、半導体層の保護層は無機絶縁膜及び有機
絶縁膜の２層以上積層構造を有してもよい。
　特に、半導体層に大きく接する第一の保護層を酸化物で、第二の保護層をＳｉＮｘ等の
窒化物で構成することが好ましい。このような構成をとると良好なトランジスタ特性と耐
湿性を持たせることが容易である。
【００４７】
　保護層の形成は、ＰＥＣＶＤ、ＴＥＯＳＣＶＤ、Ｃａｔ－ＣＶＤ、スパッタリング、ス
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ピンコート、印刷法等が利用できるが、工業的にはＰＥＣＶＤあるいはスパッタリングが
好ましく、ＰＥＣＶＤが特に好ましい。
【００４８】
４．ゲート絶縁膜
　ゲート絶縁膜を形成する材料にも特に制限はない。本発明の効果を失わない範囲で一般
に用いられているものを任意に選択できる。例えば、ＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ａｌ２Ｏ３，
Ｔａ２Ｏ５，ＴｉＯ２，ＭｇＯ，ＺｒＯ２，ＣｅＯ２，Ｋ２Ｏ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏ，Ｒ
ｂ２Ｏ，Ｓｃ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３，ＰｂＴｉ３，ＢａＴａ２Ｏ

６，ＳｒＴｉＯ３，ＡｌＮ等を用いることができる。これらのなかでも、ＳｉＯ２，Ｓｉ
Ｎｘ，Ａｌ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３を用いるのが好ましく、より好
ましくはＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３である。これらの酸
化物の酸素数は、必ずしも化学量論比と一致していなくともよい（例えば、ＳｉＯ２でも
ＳｉＯｘでもよい）。また、ＳｉＮｘは水素元素を含んでいても良い。
【００４９】
　このようなゲート絶縁膜は、異なる２層以上の絶縁膜を積層した構造でもよい。また、
ゲート絶縁膜は、結晶質、多結晶質、非晶質のいずれであってもよいが、工業的に製造し
やすい多結晶質か、非晶質であるのが好ましい。
　また、ゲート絶縁膜は、ポリ（４－ビニルフェノール）（ＰＶＰ）、パリレン等の有機
絶縁膜を用いてもよい。さらに、ゲート絶縁膜は無機絶縁膜及び有機絶縁膜の２層以上積
層構造を有してもよい。
　ゲート絶縁膜の形成は、ＰＥＣＶＤ、ＴＥＯＳＣＶＤ、Ｃａｔ－ＣＶＤ、スパッタリン
グ、スピンコート、印刷法等が利用できるが、工業的にはＰＥＣＶＤあるいはスパッタリ
ングが好ましく、ＰＥＣＶＤが特に好ましい。
【００５０】
６．電極
　ゲート電極、ソ－ス電極及びドレイン電極の各電極を形成する材料に特に制限はなく、
本発明の効果を失わない範囲で一般に用いられているものを任意に選択することができる
。
　例えば、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物、ＺｎＯ、ＳｎＯ２等
の透明電極や、Ａｌ，Ａｇ，Ｃｒ，Ｎｉ，Ｍｏ，Ａｕ，Ｔｉ，Ｔａ、Ｃｕ等の金属電極、
又はこれらを含む合金の金属電極を用いることができる。また、それらを２層以上積層し
て接触抵抗を低減したり、界面強度を向上させることが好ましい。また、ソ－ス電極、ド
レイン電極の接触抵抗を低減させるため半導体の電極との界面をプラズマ処理、オゾン処
理等で抵抗を調整してもよい。
【００５１】
　本発明では、半導体層の一部を低抵抗化させてソース電極又はドレイン電極を形成して
もよい。
　半導体層の一部を低抵抗化させるには、例えば、低酸素分圧下、不活性ガス下、低圧下
又は真空下で、熱処理あるいは紫外線光等のエネルギー線を照射する方法や、水素、窒素
又はアルゴン等の不活性ガス環境下でプラズマを照射する方法等がある。
　また、プラズマＣＶＤにてＳｉＮｘ等で保護層を積層する際に、水素量等のプラズマ条
件を調整することで低抵抗化してもよい。
【００５２】
　本発明の電界効果型トランジスタは、半導体層を遮光する構造を持つことが好ましい。
半導体層を遮光する構造（例えば、遮光層）を持っていないと、光が半導体層に入射した
場合にキャリア電子が励起されオフ電流が高くなるおそれがある。遮光層は、３００～８
００ｎｍに吸収を持つ薄膜が好ましい。遮光層は半導体層の上部、下部どちらかでも構わ
ないが、上部及び下部の両方にあることが好ましい。また、遮光層はゲート絶縁膜やブラ
ックマトリックス等と兼用されていても構わない。遮光層が片側だけにある場合、遮光層
が無い側から光が半導体層に照射しないよう構造上工夫する必要がある。



(13) JP 5307144 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

【００５３】
　本発明の電界効果型トランジスタでは、半導体層とソース電極・ドレイン電極との間に
コンタクト層を設けてもよい。コンタクト層は半導体層よりも抵抗が低いことが好ましい
。コンタクト層の形成材料は、上述した半導体層と同様な組成の複合酸化物が使用できる
。即ち、コンタクト層はＩｎ，Ｚｎ等の各元素を含むことが好ましい。これらの元素を含
まないと、コンタクト層と半導体層の間で元素の移動が発生し、ストレス試験等を行った
際に閾値電圧のシフトが大きくなるおそれがある。
【００５４】
　コンタクト層の作製方法に特に制約はないが、成膜条件を変えて半導体層と同じ組成比
のコンタクト層を成膜したり、半導体層と組成比の異なる層を成膜したり、半導体の電極
とのコンタクト部分をプラズマ処理やオゾン処理により抵抗を高めることで構成したり、
半導体層を成膜する際に酸素分圧等の成膜条件により抵抗を高くなる層を構成してもよい
。また、本発明の電界効果型トランジスタでは、半導体層とゲート絶縁膜との間、及び／
又は半導体層と保護層との間に、半導体層よりも抵抗の高い酸化物抵抗層を有することが
好ましい。酸化物抵抗層が無いとオフ電流が発生する、閾値電圧が負となりノーマリーオ
ンとなる、保護層成膜やエッチング等の後処理工程時に半導体層が変質し特性が劣化する
おそれがある。
【００５５】
　続いて、本発明の電界効果型トランジスタの製造方法について説明する。
　本発明の製造方法では、後述する本発明のターゲットを用い、半導体層を成膜する工程
を含む。
　また、半導体層を成膜する工程、半導体層上に保護層を形成する工程を有し、保護層を
形成した後に１５０～３５０℃で熱処理する工程を含むことを特徴とする。尚、上述した
電界効果型トランジスタの各構成部材（層）は、本技術分野で公知の手法で形成できる。
【００５６】
　具体的に、成膜方法としては、スプレー法、ディップ法、ＣＶＤ法等の化学的成膜方法
、又はスパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、パルスレーザーディポジショ
ン法等の物理的成膜方法を用いることができる。キャリア密度が制御し易い、及び膜質向
上が容易であることから、好ましくは物理的成膜方法を用い、より好ましくは生産性が高
いことからスパッタ法を用いる。
　スパッタリングでは、複合酸化物の焼結ターゲットを用いる方法、複数の焼結ターゲッ
トを用いコスパッタを用いる方法、合金ターゲットを用い反応性スパッタを用いる方法等
が利用できる。但し、複合酸化物の焼結ターゲットを用いる方法では、複数の焼結ターゲ
ットを用いコスパッタを用いる方法や、合金ターゲットを用い反応性スパッタを用いる方
法に比べ、均一性や再現性が向上し、非局在準位のエネルギー幅（Ｅ０）が低減させ、移
動度の向上、Ｓ値の低減、閾値電圧の低減等、トランジスタ特性を向上させることができ
る。好ましくは、複合酸化物の焼結ターゲットを用いる。ＲＦ、ＤＣあるいはＡＣスパッ
タリング等公知のものが利用できるが、均一性や量産性（設備コスト、成膜速度）からＤ
ＣあるいはＡＣスパッタリングが好ましい。Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）で測定したＳｎ
平均価数は、＋３．２以上にする観点からはＲＦスパッタリングが好ましい。
【００５７】
　成膜時の基板温度は、室温（３０℃）以上２５０℃以下が好ましく、５０℃以上２００
℃以下がより好ましい。２５０℃以下だとＴＦＴを作製した際にオフ電流の低減が期待で
きる。室温（３０℃）以上だと連続成膜時の基板温度上昇による成膜条件の変動の低減が
期待できる。
　また、成膜時に酸素の取組みを増加させるような処置を取ることが好ましい。成膜時に
酸素の取組みを増加させるような処置としては、不活性ガス（アルゴン等）と酸素の混合
気体を流入させる、オゾンアシストやＲＦスパッタリングによって酸素ラジカル（オゾン
）量を増加させる、基板間距離・投入電力・全圧の調整等があげられる。
【００５８】
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　成膜時の酸素分圧は、１０－３Ｐａ～１０－１Ｐａで行うことが好ましく、５×１０－

３Ｐａ～１０－１Ｐａで行うことがより好ましい。酸素分圧１０－３Ｐａ以上だと酸化錫
の低級酸化物の生成を抑えることができる。１０－１Ｐａ以下だと成膜速度が速くなるこ
とが期待できる。
　形成した膜を各種エッチング法によりパターニングできる。
【００５９】
　本発明では半導体層を、本発明のターゲットを用い、ＤＣ又はＡＣスパッタリングによ
り成膜することがより好ましい。ＤＣ又はＡＣスパッタリングを用いることにより、ＲＦ
スパッタリングの場合と比べて、成膜時のダメージを低減できる。ＸＰＳで測定したＳｎ
平均価数を高くしたい場合は、ＲＦスパッタリングを用いてもよい。ＲＦスパッタリング
を用いることで、ＸＰＳで測定したＳｎ平均価数を制御しやすい。このため、電界効果型
トランジスタにおいて、閾値電圧シフトの低減、移動度の向上、閾値電圧の減少、Ｓ値の
減少等の効果が期待できる。
【００６０】
　また、本発明では半導体層成膜後１５０～３５０℃で熱処理することが好ましい。特に
、半導体層と半導体の保護層を形成した後に、１５０～３５０℃で熱処理することが好ま
しい。１５０℃より低いと得られるトランジスタの熱安定性や耐熱性が低下したり、移動
度が低くなったり、Ｓ値が大きくなったり、閾値電圧が高くなるおそれがある。一方、３
５０℃より高いと耐熱性のない基板が使用できない、熱処理用の設備費用がかかるおそれ
がある。
【００６１】
　熱処理温度は１６０～３００℃がより好ましく、１７０～２６０℃がさらに好ましく、
１８０～２４０℃が特に好ましい。特に、熱処理温度が１８０℃以下であれば、基板とし
てＰＥＮ等の耐熱性の低い樹脂基板を利用できるため好ましい。
　熱処理時間は、通常１秒～２４時間が好ましいが、処理温度により調整することが好ま
しい。例えば、７０～１８０℃では、１０分から２４時間がより好ましく、２０分から６
時間がさらに好ましく、３０分～３時間が特に好ましい。１８０～２６０℃では、６分か
ら４時間がより好ましく、１５分から２時間がさらに好ましい。２６０～３００℃では、
３０秒から４時間がより好ましく、１分から２時間が特に好ましい。３００～３５０℃で
は、１秒から１時間がより好ましく、２秒から３０分が特に好ましい。
　熱処理は、不活性ガス中で酸素分圧が１０－３Ｐａ以下の環境下で行うか、あるいは半
導体層を保護層で覆った後に行うことが好ましい。上記条件下だと再現性が向上する。
　半導体層を形成した後に１５０～３５０℃で熱処理し、さらに半導体の保護層を形成し
た後に、１５０～３５０℃で熱処理すると特に好ましい。前記のようにすると半導体特性
が改善することに加え再現性及び均一性が向上し、半導体膜の成膜条件に対する依存性も
小さくなる。
【００６２】
　典型的な電界効果型トランジスタでは、ソース・ドレイン電極間に、５～２０Ｖ程度の
電圧Ｖｄを印加したとき、ゲート電圧Ｖｇを、０Ｖと５～２０Ｖの間でスイッチすること
で、ソース・ドレイン電極間の電流Ｉｄを制御する（オンオフする）ことができる。
　トランジスタ特性の評価項目としては、さまざまなものがあるが、たとえば、電界効果
移動度μ、閾値電圧（Ｖｔｈ）、オンオフ比、Ｓ値等が上げられる。
　電界効果移動度は、線形領域や飽和領域の特性から求めることができる。たとえば、ト
ランスファ特性の結果から、√Ｉｄ―Ｖｇのグラフを作製し、この傾きから電界効果移度
を導く方法が挙げられる。本明細書では特にこだわらない限り、この手法で評価している
。
　閾値電圧の求め方はいくつかの方法があるが、たとえば√Ｉｄ―Ｖｇのグラフのｘ切片
から閾値電圧Ｖｔｈを導くことが挙げられる。
　オンオフ比はトランスファ特性における、最も大きなＩｄと、最も小さなＩｄの値の比
から求めることができる。
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【００６３】
　そして、Ｓ値は、トランスファ特性の結果から、Ｌｏｇ（Ｉｄ）―Ｖｄのグラフを作製
し、この傾きの逆数から導出することができる。
　Ｓ値の単位は、Ｖ／ｄｅｃａｄｅであり、小さな値であることが好ましい。Ｓ値は１．
０Ｖ／ｄｅｃ以下が好ましく、０．５Ｖ／ｄｅｃ以下がより好ましく、０．３Ｖ／ｄｅｃ
以下がさらに好ましく、０．１Ｖ／ｄｅｃ以下が特に好ましい。０．８Ｖ／ｄｅｃ以下だ
と駆動電圧が小さくなり消費電力を低減できる可能性がある。特に、有機ＥＬディスプレ
イで用いる場合は、直流駆動のためＳ値を０．３Ｖ／ｄｅｃ以下にすると消費電力を大幅
に低減できるため好ましい。尚、Ｓ値（Ｓｗｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒ）とは、オフ状態から
ゲート電圧を増加させた際に、オフ状態からオン状態にかけてドレイン電流が急峻に立ち
上がるが、この急峻さを示す値である。下記式で定義されるように、ドレイン電流が１桁
（１０倍）上昇するときのゲート電圧の増分をＳ値とする。
　　Ｓ値＝ｄＶｇ／ｄｌｏｇ（Ｉｄｓ）
　Ｓ値が小さいほど急峻な立ち上がりとなる（「薄膜トランジスタ技術のすべて」、鵜飼
育弘著、２００７年刊、工業調査会）。Ｓ値が大きいと、オンからオフに切り替える際に
高いゲート電圧をかける必要があり、消費電力が大きくなるおそれがある。
【００６４】
　本発明の電界効果トランジスタでは、移動度は３ｃｍ２／Ｖｓ以上が好ましく、８ｃｍ
２／Ｖｓ以上がより好ましく、１０ｃｍ２／Ｖｓ以上がさらに好ましく、１６ｃｍ２／Ｖ
ｓ以上が特に好ましい。３ｃｍ２／Ｖｓより小さいとスイッチング速度が遅くなり大画面
高精細のディスプレイに用いることができないおそれがある。
　オンオフ比は、１０７以上が好ましく、１０８以上がより好ましく、１０９以上が特に
好ましい。
　オフ電流は、２×１０－１２Ａ（２ｐＡ）以下が好ましく、１ｐＡ以下がより好ましく
、０．１ｐＡ以下が特に好ましい。オフ電流が２ｐＡより小さいとディスプレイのＴＦＴ
として用いた場合にコントラストが良好となり、画面の均一性が向上することが期待でき
る。
【００６５】
　ゲートリーク電流は１ｐＡ以下が好ましい。１ｐＡより小さいとディスプレイのＴＦＴ
として用いた場合にコントラストの低下を抑制できる。
　閾値電圧は、通常－１～５Ｖであるが、－０．５～３Ｖが好ましく、０～２Ｖがより好
ましく、０～１Ｖが特に好ましい。－１Ｖより大きいとオフ時にかける電圧が小さくなり
消費電力を低減できる可能性がある。５Ｖより小さいと駆動電圧が小さくなり消費電力を
低減できる可能性がある。
　また、１０μＡの直流電圧５０℃で１００時間加えた前後の閾値電圧のシフト量は、１
．０Ｖ以下が好ましく、０．５Ｖ以下がより好ましい。１Ｖより小さいと有機ＥＬディス
プレイのトランジスタとして利用した場合、画質の経時変化を低減できる。
【００６６】
　また、伝達曲線でゲート電圧を昇降させた場合のヒステリシスが小さい方が好ましい。
ヒストリシスが小さいと駆動電圧を低減できる可能性がある。
　また、チャンネル幅Ｗとチャンネル長Ｌの比Ｗ／Ｌは、通常０．１～１００、好ましく
は０．５～２０、特に好ましくは１～８である。Ｗ／Ｌが１００を越えると漏れ電流が増
えたり、ｏｎ－ｏｆｆ比が低下したりするおそれがある。０．１より小さいと電界効果移
動度が低下したり、ピンチオフが不明瞭になったりするおそれがある。また、チャンネル
長Ｌは通常０．１～１０００μｍ、好ましくは１～１００μｍ、さらに好ましくは２～１
０μｍである。０．１μｍ未満では工業的に製造が難しくまた漏れ電流が大きくなるおそ
れがある、１０００μｍを超えると素子が大きくなりすぎて好ましくない。
【００６７】
　続いて、本発明の半導体層形成用スパッタリングターゲットについて説明する。
　本発明のスパッタリングターゲットは、通常Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎを含有し、Ｚ
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ｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上７０原子％以下であ
り、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％未満である。
【００６８】
　さらに、Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含有する酸化物焼結体であり、Ｚｎ／（Ｉ
ｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が７０原子％以下であり、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ
＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が３３原子％未満であり、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）
で表される原子組成比率が５原子％以上１５原子％未満であることがより好ましい。
【００６９】
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）が７０原子％以下であると、Ｚｎ酸化物の生成による相対
密度の低下やバルク抵抗の高抵抗化を防げる。Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原
子組成比率が３３原子％未満であると、原料コストの増加によるコストアップを防ぎやす
い。Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）が５原子％以上だとＳｎとＺｎの価数バランスがとれタ
ーゲットの相対密度が上がりバルク抵抗を下げやすく、１５原子％未満であるとＳｎの低
級酸化物の生成によるバルク抵抗の高抵抗化を防ぎやすい。すなわち、前記範囲内である
と、相対密度が高く、抵抗の低いターゲットを安定して作製できる。また、そのターゲッ
トを用いて特性（移動度、オンオフ比、Ｓ値、ΔＶｔｈシフト）の良好な電界効果トラン
ジスタが得られる。また、希少資源であるＩｎ（インジウム）の含有量も少なく、安い原
料比で良好なターゲットが得られ工業的に最適である。
【００７０】
　さらに、Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が６０原子％以上６７原
子％以下であり、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が１８原子％以上
２８原子％以下であり、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が７原子％
以上１４原子％以下であることが特に好ましい。
【００７１】
　ターゲットの出発原料としては、一般的に酸化インジウム粉末と、酸化亜鉛粉末と、酸
化錫粉末の粉末を用いるが、これらの単体、化合物、複合酸化物等を原料としてもよい。
　各原料粉の純度は、通常９９．９％（３Ｎ）以上、好ましくは９９．９９％（４Ｎ）以
上、さらに好ましくは９９．９９５％以上、特に好ましくは９９．９９９％（５Ｎ）以上
である。各原料粉の純度が９９．９％（３Ｎ）未満だと、不純物により半導体特性が低下
する、信頼性が低下する等のおそれがある。特にＮａ含有量が１００ｐｐｍ未満であると
薄膜トランジスタを作製した際に信頼性が向上し好ましい。
【００７２】
　原料粉について、比表面積が３～１６ｍ２／ｇである酸化インジウム粉、酸化錫粉、亜
鉛粉あるいは複合酸化物粉を含み、粉体全体の比表面積が３～１６ｍ２／ｇである混合粉
体を原料とすることが好ましい。尚、各酸化物粉末の比表面積が、ほぼ同じである粉末を
使用することが好ましい。これにより、より効率的に粉砕混合できる。具体的には、比表
面積の比が１／４～４倍以内にすることが好まく、１／２～２倍以内が特に好ましい。比
表面積が違いすぎると、効率的な粉砕混合が出来ず、焼結体中に酸化物の粒子が残る場合
がある。ただし、酸化亜鉛の比表面積は酸化インジウム、酸化錫の比表面積よりも小さい
ことが好ましい。このことによりターゲットの色むらを抑えることができる。
【００７３】
　混合粉体を、例えば、湿式媒体撹拌ミルを使用して混合粉砕する。このとき、粉砕後の
比表面積が原料混合粉体の比表面積より１．０～３．０ｍ２／ｇ増加する程度か、又は粉
砕後の平均メジアン径が０．６～１μｍとなる程度に粉砕することが好ましい。このよう
に調整した原料粉を使用することにより、仮焼工程を全く必要とせずに、高密度の酸化物
焼結体を得ることができる。また、還元工程も不要となる。
【００７４】
　尚、原料混合粉体の比表面積の増加分が１．０ｍ２／ｇ未満又は粉砕後の原料混合粉の
平均メジアン径が１μｍを超えると、焼結密度が十分に大きくならない場合がある。一方
、原料混合粉体の比表面積の増加分が３．０ｍ２／ｇを超える場合又は粉砕後の平均メジ
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アン径が０．６μｍ未満にすると、粉砕時の粉砕器機等からのコンタミ（不純物混入量）
が増加する場合がある。
【００７５】
　ここで、各粉体の比表面積はＢＥＴ法で測定した値である。各粉体の粒度分布のメジア
ン径は、粒度分布計で測定した値である。これらの値は、粉体を乾式粉砕法、湿式粉砕法
等により粉砕することにより調整できる。
　原料粉の所望の配合割合、混合方法、成形する方法は特に限定されず、従来から公知の
各種湿式法又は乾式法を用いることができる。
【００７６】
　乾式法としては、コールドプレス（Ｃｏｌｄ　Ｐｒｅｓｓ）法やホットプレス（Ｈｏｔ
　Ｐｒｅｓｓ）法等を挙げることができる。コールドプレス法では、混合粉を成形型に充
填して成形体を作製し、焼結させる。ホットプレス法では、混合粉を成形型内で、通常７
００～１０００℃で１～４８時間、好ましくは８００～９５０℃で３～２４時間にて直接
焼結させる。
　乾式法のコールドプレス（Ｃｏｌｄ　Ｐｒｅｓｓ）法としては、粉砕工程後の原料をス
プレードライヤー等で乾燥した後、成形する。成形は公知の方法、例えば、加圧成形、冷
間静水圧加圧、金型成形、鋳込み成形射出成形が採用できる。焼結密度の高い焼結体（タ
ーゲット）を得るためには、冷間静水圧（ＣＩＰ）等加圧を伴う方法で成形するのが好ま
しい。尚、成形処理に際しては、ポリビニルアルコールやメチルセルロース、ポリワック
ス、オレイン酸等の成形助剤を用いてもよい。
【００７７】
　次いで、得られた成形物を焼結して焼結体を得る。また、焼結は酸素を流通することに
より酸素雰囲気中で焼結するか、加圧下にて焼結するのがよい。これにより亜鉛の蒸散を
抑えることができ、ボイド（空隙）のない焼結体が得られる。このようにして製造した焼
結体は、密度が高いため、使用時におけるノジュールやパーティクルの発生が少ないこと
から、膜特性に優れた酸化物半導体膜を作製することができる。
　１０００℃以上での昇温速度を３０℃／ｈ以上、冷却時の降温速度を３０℃／ｈ以上と
するのが好ましい。昇温速度を３０℃／ｈ未満であると酸化物の分解が進行しピンホール
数が多くなり、また冷却時の降温速度を３０℃／ｈ未満とするとＩｎの組成比が変化する
おそれがある。
【００７８】
　湿式法としては、例えば、濾過式成形法（特開平１１－２８６００２号公報参照）を用
いるのが好ましい。この濾過式成形法は、セラミックス原料スラリーから水分を減圧排水
して成形体を得るための非水溶性材料からなる濾過式成形型であって、１個以上の水抜き
孔を有する成形用下型と、この成形用下型の上に載置した通水性を有するフィルターと、
このフィルターをシールするためのシール材を介して上面側から挟持する成形用型枠から
なり、前記成形用下型、成形用型枠、シール材、及びフィルターが各々分解できるように
組立てられており、該フィルター面側からのみスラリー中の水分を減圧排水する濾過式成
形型を用い、混合粉、イオン交換水と有機添加剤からなるスラリーを調製し、このスラリ
ーを濾過式成形型に注入し、該フィルター面側からのみスラリー中の水分を減圧排水して
成形体を作製し、得られたセラミックス成形体を乾燥脱脂後、焼成する。
【００７９】
　乾式法あるいは湿式法で得られた焼結体のバルク抵抗をターゲット全体として均一化す
るために還元処理ことが好ましい。還元工程は、必要に応じて設けられる工程である。適
用することができる還元方法としては、例えば、還元性ガスによる方法や真空焼成又は不
活性ガスによる還元等が挙げられる。
　還元性ガスによる還元処理の場合、水素、メタン、一酸化炭素や、これらのガスと酸素
との混合ガス等を用いることができる。
　不活性ガス中での焼成による還元処理の場合、窒素、アルゴンや、これらのガスと酸素
との混合ガス等を用いることができる。
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　尚、還元処理時の温度は、通常３００～１２００℃、好ましくは５００～８００℃であ
る。また、還元処理の時間は、通常０．０１～１０時間、好ましくは０．０５～５時間で
ある。
【００８０】
　酸化物焼結体に、研磨等の加工を施すことによりターゲットとなる。具体的には、焼結
体を、例えば、平面研削盤で研削して表面粗さＲａを５μｍ以下とする。表面粗さは、Ｒ
ａ≦０．３μｍであることがより好ましく、Ｒａ≦０．１μｍであることが特に好ましい
。さらに、ターゲットのスパッタ面に鏡面加工を施して、平均表面粗さＲａが１０００オ
ングストローム以下としてもよい。この鏡面加工（研磨）は機械的な研磨、化学研磨、メ
カノケミカル研磨（機械的な研磨と化学研磨の併用）等の、すでに知られている研磨技術
を用いることができる。例えば、固定砥粒ポリッシャー（ポリッシュ液：水）で＃２００
０以上にポリッシングしたり、又は遊離砥粒ラップ（研磨材：ＳｉＣペースト等）にてラ
ッピング後、研磨材をダイヤモンドペーストに換えてラッピングすることによって得るこ
とができる。このような研磨方法には特に制限はない。
【００８１】
　尚、ターゲットの清浄処理には、エアーブローや流水洗浄等を使用できる。エアーブロ
ーで異物を除去する際には、ノズルの向い側から集塵機で吸気を行なうとより有効に除去
できる。エアーブローや流水洗浄の他に、超音波洗浄等を行なうこともできる。超音波洗
浄では、周波数２５～３００ＫＨｚの間で多重発振させて行なう方法が有効である。例え
ば周波数２５～３００ＫＨｚの間で、２５ＫＨｚ刻みに１２種類の周波数を多重発振させ
て超音波洗浄を行なうのがよい。
【００８２】
　得られたターゲットを加工後、バッキングプレートへボンディングすることにより、成
膜装置に装着して使用できるスパッタリングターゲットとなる。バッキングプレートは銅
製が好ましい。ボンディングにはインジウム半田を用いることが好ましい。
【００８３】
　加工工程は、上記のようにして焼結して得られた焼結体を、さらにスパッタリング装置
への装着に適した形状に切削加工し、またバッキングプレート等の装着用治具を取り付け
るための、必要に応じて設けられる工程である。ターゲットの厚みは通常２～２０ｍｍ、
好ましくは３～１２ｍｍ、特に好ましくは４～６ｍｍである。また、複数のターゲットを
一つのバッキングプレートに取り付け、実質一つのターゲットとしてもよい。また、表面
は２００～１０，０００番のダイヤモンド砥石により仕上げを行うことが好ましく、４０
０～５，０００番のダイヤモンド砥石により仕上げを行うことが特に好ましい。２００番
より小さい、あるいは１０，０００番より大きいダイヤモンド砥石を使用するとターゲッ
トが割れやすくなるおそれがある。
【００８４】
　ターゲット中における各化合物の粒径は、それぞれ２０μｍ以下が好ましく、１０μｍ
以下がさらに好ましく、５μｍ以下が特に好ましい。尚、粒径は電子プローブマイクロア
ナライザ（ＥＰＭＡ）で測定した平均粒径である。結晶粒径は、例えば、原料である酸化
インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛の各粉体の配合比や原料粉体の粒径、純度、昇温時間、
焼結温度、焼結時間、焼結雰囲気、降温時間を調製することにより得られる。化合物の粒
径が２０μｍより大きいとスパッタ時にノジュールが発生するおそれがある。
【００８５】
　ターゲットの相対密度は、理論密度の９５％以上が好ましく、９８％以上がより好まし
く、９９％以上が特に好ましい。ターゲットの密度が９５％より小さいと強度が不十分と
なり成膜時にターゲットが破損するおそれがある。また、トランジスタを作製した際に性
能が不均一になるおそれがある。相対密度とは、加重平均より算出した理論密度に対して
相対的に算出した密度である。各原料の密度の加重平均より算出した密度が理論密度であ
り、これを１００％とする。
　ターゲットのバルク抵抗は、２０ｍΩ以下が好ましく、１０ｍΩ以下がより好ましく、
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５ｍΩ以下が特に好ましい。２０ｍΩより大きいとＤＣスパッタでの成膜時にターゲット
が破損するおそれがある。また、異常放電によりスパークが発生し、ターゲットが割れた
り、スパークにより飛び出した粒子が成膜基板に付着し、酸化物半導体膜としての性能を
低下させたりする場合がある。また、放電時にターゲットが割れるおそれもある。尚、バ
ルク抵抗は抵抗率計を使用し、四探針法により測定した値である。
【００８６】
　ターゲットの抗折力は、８ｋｇ／ｍｍ２以上であることが好ましく、１０ｋｇ／ｍｍ２

以上であることがより好ましく、１２ｋｇ／ｍｍ２以上であることが特に好ましい。ター
ゲットの運搬、取り付け時に荷重がかかり、ターゲットが破損するおそれがあるという理
由で、ターゲットには、一定以上の抗折力が要求され、８ｋｇ／ｍｍ２未満では、ターゲ
ットとしての使用に耐えられないおそれがある。ターゲットの抗折力は、ＪＩＳ　Ｒ　１
６０１に準じて測定することができる。
【００８７】
　ターゲット内における亜鉛以外の、陽性元素のばらつきの範囲が０．５％以内であるこ
とが好ましい。ターゲット内における密度のばらつきの範囲が３％以内であることが好ま
しい。
　ターゲットの表面粗さＲａ≦０．５μｍであり、方向性のない研削面を備えていること
が好ましい。Ｒａが０．５μｍより大きかったり、研磨面に方向性があると、異常放電が
起きたり、パーティクルが発生するおそれがある。
　ターゲット内におけるフェレー径２μｍ以上のピンホール数が単位面積当たり５０個／
ｍｍ２以下が好ましく、２０個／ｍｍ２以下がより好ましく、５個／ｍｍ２以下がさらに
好ましい。尚、ターゲット内部のフェレー径２μｍ以上のピンホール数が５０個／ｍｍ２

より多いと、ターゲット使用初期から末期までに異常放電が多発する傾向になって好まし
くなく、また、得られるスパッタ膜の平滑性も低下する傾向にある。ターゲット内部のフ
ェレー径２μｍ以上のピンホールが５個／ｍｍ２以下だと、ターゲット使用初期から末期
まで異常放電を抑制でき、また、得られるスパッタ膜は非常に平滑である。ここで、フェ
レー径とは、ピンホールを粒子として見立てた場合に、粒子を挟むある一定方向の平行線
間隔のことをいう。例えば、倍率１００倍のＳＥＭ像による観察で計測できる。
【００８８】
　本発明の半導体膜は、Ｉｎ原子、Ｓｎ原子及びＺｎ原子を含む酸化物であり、かつ、Ｚ
ｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が２５原子％以上７５原子％以下であ
り、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５０原子％未満であり、Ｓｎ
の平均価数が＋３．２以上であることを特徴とする。Ｓｎの平均価数は＋３．６以上が好
ましく、＋３．８以上がさらに好ましい。
　本発明の半導体膜は、上述した本発明のスパッタリングターゲットを使用して、成膜す
ることで作製できる。電界効果型トランジスタの半導体層等に好適に使用できる。
　尚、Ｓｎの平均価数は、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）で測定した値である。
【実施例】
【００８９】
　電界効果型トランジストを作製する前に、トランジスタの半導体層となる酸化物半導体
膜を成膜し、エッチング性等、薄膜の特性を評価した。
【００９０】
評価例１
（１）スパッタリングターゲットの製造
　原料として、酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫の粉末を、原子比〔Ｉｎ／（Ｉｎ＋
Ｓｎ＋Ｚｎ）〕が０．３８、原子比〔Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）〕が０．１５、原子比
〔Ｚｎ／（（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）〕が０．４７となるように混合した。これを湿式ボール
ミルに供給し、７２時間混合粉砕して原料微粉末を得た。酸化インジウム、酸化亜鉛及び
酸化錫の原料粉末の比表面積はそれぞれ１５ｍ２／ｇ、４ｍ２／ｇ、８ｍ２／ｇであった
。
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　得られた原料微粉末を造粒した後、直径１０ｃｍ、厚さ５ｍｍの寸法にプレス成形し、
これを焼成炉に入れ、１４００℃で１２時間焼成して、焼結体を得た。焼結体のバルク抵
抗は３ｍΩ、理論相対密度は０．９９であった。尚、理論相対密度は各酸化物の比重とそ
の量比から計算した密度を、アルキメデス法で測定した密度との比率を計算して求めた。
また、組成を分析したところ原子比〔Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）〕が０．３８、原子比
〔Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）〕が０．１５、原子比〔Ｚｎ／（（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）〕
が０．４７であり、Ｎａ含有量が１００ｐｐｍ未満であった。Ｘ線回折で構造解析をした
ところ、焼結体はビックスバイト構造化合物とスピネル構造化合物を含んでいた。電子プ
ローブマイクロアナライザ（ＥＰＭＡ）で測定した平均粒径は、ビックスバイト構造化合
物及びスピネル構造化合物ともに１０μｍ以下であった。
　焼結体を加工・清浄処理した後、バッキングプレートにボンディングしてスパッタリン
グターゲットとした。
【００９１】
（２）薄膜作製と評価
　ガラス基板（コーニング１７３７）上に、上記（１）で製造したターゲットを使用して
半導体層に相当する膜を形成し評価した。
　スパッタ条件は、基板温度；２５℃、到達圧力；１×１０－６Ｐａ、雰囲気ガス；Ａｒ
９７％及び酸素３％、スパッタ圧力（全圧）；５×１０－１Ｐａ、投入電力１００Ｗ、Ｓ
－Ｔ距離１００ｍｍとした。
　得られた薄膜をＩＣＰ法で分析した。原子比〔Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）〕が０．４
０、原子比〔Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）〕が０．１５、原子比〔Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋
Ｚｎ）〕が０．４５であった。
　上記薄膜を大気下で、２８０℃で１時間の熱処理を行った。
　得た薄膜について、ＸＰＳで測定したＳｎ平均価数は、＋３．８以上であった。尚、平
均価数は、Ｓｎの５ｓバンドの相対強度から求めることができる。
　また、Ｘ線局所構造解析（ＸＡＦＳ）法を用いたＩｎ、Ｓｎ、Ｚｎ各金属元素周辺の局
所構造解析において、Ｓｎ元素周りの構造はＳｎＯ２と同様の構造を有しており、Ｉｎ、
Ｚｎ元素周りの構造はＩＺＯ薄膜と同様の構造を有していることが確認できた。
　また、比抵抗は１０Ωｃｍ、キャリア密度は１０１６ｃｍ－３であった。さらに、ホー
ル効果の温度変化測定から非縮退半導体であることを確認した。
　また、以下の項目について評価した。結果を表１に示す。
【００９２】
（１）結晶性
　Ｘ線結晶構造解析により、ハローパターンが観測されたものを非晶質であると判断した
。
（２）ＰＡＮ耐性
　ＰＡＮによるエッチング速度が１０ｎｍ／分以上のものを×とし、それ以外のものを○
とした。
　ここで、ＰＡＮ耐性の評価には、４０℃のＰＡＮエッチング液（リン酸８７ｗｔ％、硝
酸３ｗｔ％、酢酸１０ｗｔ％）を用いた。ＰＡＮエッチング液（リン酸、硝酸、酢酸を含
むエッチング液）は、通常リン酸が２０～９５ｗｔ％、硝酸０．５～５ｗｔ％、酢酸３～
５０ｗｔ％の範囲にあるものが用いられる。
（３）蓚酸に対するエッチング性
　蓚酸系エッチング液として、３５℃のＩＴＯ－０６Ｎ（関東化学(株)）を用いエッチン
グ速度を測定した。尚、１５０％オーバーエッチング後に顕微鏡観察して残渣の有無を確
認した。○は残渣が少ないときであり、×は残渣が多いときである。
　エッチング性の評価において、◎が最も良好で、○は良好で、×は不良を示す。
（４）ドライエッチング性
　反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）のエッチングレートを測定した。エッチングレート
１ｎｍ／分以上でエッチング可能であったものをドライエッチング可能（○）と判定した
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【００９３】
評価例２－２４
　原料粉末を配合比、成膜条件を、表１～３に示すように変更した他は、評価例１と同様
にして、酸化物半導体膜を形成し、評価した。
　尚、評価例１８で作製したターゲットのバルク抵抗は２ｍΩ、理論相対密度は０．９９
であった。また、評価例１と同様にして得た薄膜についてＸＰＳで測定したＳｎ平均価数
は、＋３．８以上であった。
【００９４】
評価例２５－２７
　原料粉末を配合比、成膜条件を、表３に示すように変更した他は、評価例１と同様にし
て、酸化物半導体膜を形成し、評価した。
【００９５】
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【００９６】
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【００９７】
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【表３】

【００９８】
[電界効果トランジスタの作製]
実施例１－１７
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　図１に示すボトムゲート構造のエッチストッパー（ＥＳ）型の電界効果トランジスタを
作製した。以下、図面を参照しながら製造過程を説明する。
　図３ａ及び図３ｂは電界効果トランジスタの製造工程を示す図である。
　ガラス基板１０上に、室温のＲＦスパッタリングでモリブデン金属を２００ｎｍ積層し
た後、ウェットエッチングでパターニングし、ゲート電極１１を作製した（図３ａ（ａ）
）。
　次に、ゲート電極１１を作製した基板に、プラズマ化学気相成長装置（ＰＥＣＶＤ）に
て、ＳｉＯｘを成膜し、ゲート絶縁膜１２とした（図３ａ（ｂ））。
　次に、評価例１－１７で製造した半導体層用ターゲットを、ＤＣスパッタ法の一つであ
るＤＣマグネトロンスパッタリング法の成膜装置に装着し、ゲート絶縁膜１２上に半導体
層１３（膜厚３０ｎｍ）を成膜した（図３ａ（ｃ））。スパッタ条件は、上述した評価例
と同様とした。
　次に、２８０℃で１時間（後述する保護層形成後の熱処理と同じ条件）熱処理した。
【００９９】
　次に、ＰＥＣＶＤにてＳｉＯｘを成膜し、薄膜１６を形成した（図３ａ（ｄ））。続け
て、レジスト膜２１を成膜し（図３ａ（ｅ））、パターニングした（図３ａ（ｆ））。
　ドライエッチ（ＲＩＥ）で薄膜１６をパターニングして第一の保護層１６（エッチスト
ッパー）を形成した（図３ｂ（ｇ））。
　レジスト膜２１を除去した（図３ｂ（ｈ））。その後、ソース電極及びドレイン電極と
なる薄膜２２を形成した（図３ｂ（ｉ））。薄膜２２は、ＤＣスパッタリングでＴｉ／Ａ
ｌ／Ｔｉ積層膜とした。成膜後、ドライエッチ（ＲＩＥ）でパターニングしてソース電極
１４、ドレイン電極１５を形成した。同時に半導体層１３もエッチングした（図３ｂ（ｊ
））。
　さらに、ＰＥＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ　ＳｉＮｘ：Ｈ）にてＳｉＮｘを成膜し第二の保護層
１７とした（図３ｂ（ｋ））。コンタクトホール１８を形成し、外部配線と接続した。
　その後、大気下、２８０℃で１時間熱処理して、Ｗ＝２０μｍ、Ｌ＝５μｍのボトムゲ
ート構造エッチストッパー型電界効果型トランジスタを製造した（図３ｂ（ｌ））。
【０１００】
　電界効果型トランジスタについて、下記の評価を行った。
（１）電界効果移動度（μ）、オンオフ比、オフ電流、Ｓ値、閾値電圧（Ｖｔｈ）
　半導体パラメーターアナライザー（ケースレー４２００）を用い、室温、遮光環境下で
測定した。
（２）ヒステリシス
　半導体パラメーターアナライザーを用い、昇電圧時の伝達曲線（Ｉ－Ｖ特性）と降電圧
時の伝達曲線（Ｉ－Ｖ特性）を測定し、昇降時の電圧の差をΔＶｇとする。ΔＶｇの最大
値が０．５Ｖ以下であるものを「少ない」、０．５～３Ｖであるものを「ある」、３Ｖ以
上であるものを「大きい」とした。
　尚、図４は、昇電圧時及び降電圧時の伝達曲線（Ｉ－Ｖ特性）の例であり、（ａ）はヒ
ステリシスの少ない例であり、（ｂ）はヒステリシスの大きい例を示す。
（３）閾値電圧のシフト（ストレス試験）
　ストレス条件は、ゲート電圧２０Ｖで１０μＡの直流電圧を５０℃で１０５秒加えるこ
ととした。ストレスをかける前後のＶｔｈを比較し、閾値電圧のシフト量（ΔＶｔｈ）を
測定した。
（４）耐湿性
　湿度８５％環境下に１２０時間放置し、閾値電圧のシフトを評価した。
◎：変化量が０．５Ｖ未満、○：変化量が０．５Ｖ以上２Ｖ未満、△：変化量が２Ｖ以上
５Ｖ以下、×：変化量が５Ｖ以上
　実施例１及び実施例１と同じ形状トランジスタの実施例２－３９について、電界効果型
トランジスタの素子構成を表４－６に示す。
　また、評価結果を表７、８に示す。
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【０１０１】
【表４】

【０１０２】
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【表５】

【０１０３】
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【表６】

【０１０４】
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【表７】

【０１０５】
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【表８】

【０１０６】
実施例１８－２５
　半導体層形成時の条件を表４、５に示す評価例と同様にした他は、実施例１と同様にト
ランジスタを作製し、評価した。結果を表７に示す。
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実施例２６－３２
　表４、５に示すように、半導体層の形成、ソース・ドレイン電極を変更し、半導体層の
形成とソース・ドレイン電極の形成をウェットエッチングで行った以外は、実施例１と同
様に作製・評価した。
　尚、半導体層は修酸系エッチング液を用いパターニングし、ソース電極・ドレイン電極
は、ＰＡＮ系エッチング液を用いパターニングした。
【０１０８】
実施例３３，３４
　表６に示したようにＴＦＴの構造、製造プロセスを変えた以外は、実施例１と同様にト
ランジスタを作製し、評価した。
【０１０９】
実施例３５－３７
　表６に示したように、ＴＦＴの構造、製造プロセスを変えた以外は、実施例１と同様に
トランジスタを作製し、評価した。
【０１１０】
実施例３８，３９
　表６に示したように、半導体層成膜時の酸素分圧を変更した以外は実施例１と同様にト
ランジスタを作製・評価した。
【０１１１】
実施例４０
　図５に示す、ボトムゲートエッチストッパー電界効果型トランジスタを作製し、実施例
１同様に評価した。尚、図５（ａ）は実施例４０で作製した電界効果型トランジスタの概
略断面図であり、（ｂ）は各部材の位置関係を示した概略上面図である。図５（ａ）は、
図５（ｂ）のＡ－Ａ断面図である。各部材の付番は図１と同様とし、説明を省略する。
　本実施例では、熱酸化膜１１’（ＳｉＯｘ、１００ｎｍ）付Ｓｉ基板１０’を用い、表
９に示したＴＦＴの構造、製造プロセスでトランジスタを作製した。Ｓｉ基板１０’がゲ
ート電極を兼ねている。
　実施例４０及び実施例４０と同じ形状トランジスタの実施例４１－４６について、電界
効果型トランジスタの素子構成を表９に示す。
　また、評価結果を表１０に示す。
【０１１２】
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【表９】

【０１１３】
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【表１０】

【０１１４】
実施例４１
　第一の保護層をＨｆＯｘとした他は、実施例４０と同様にボトムゲート構造エッチスト
ッパー型電界効果型トランジスタを作製・評価した。
【０１１５】
実施例４２－４６
　表９に示すように、各電極、第一の保護層及び第二の保護層、作製プロセスを変更した
他は、実施例４０と同様の構造の電界効果型トランジスタを作製し、評価した。
【０１１６】
実施例４７
　図６に示すボトムゲート構造のバックチャンネルエッチ（ＢＣＨ）型の電界効果トラン
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　ガラス基板１０上に、室温のＲＦスパッタリングでモリブデン金属を２００ｎｍ積層し
た後、ウェットエッチングでパターニングし、ゲート電極１１を作製した。
　次に、ゲート電極１１を作製した基板にプラズマ化学気相成長装置（ＰＥＣＶＤ）にて
、ＳｉＯｘを成膜し、ゲート絶縁膜１２とした。
　次に、評価例１８で製造したターゲットを、ＤＣスパッタ法の一つであるＤＣマグネト
ロンスパッタリング法の成膜装置に装着し、ゲート絶縁膜上に成膜した。スパッタ条件は
、評価例１８と同様とした。
【０１１７】
　その後、修酸系エッチング液を用い、ウェットエッチでパターニングして半導体層１３
（膜厚３０ｎｍ）を形成した。
　続いて、ＤＣスパッタリングでＡｌ－Ｎｄ合金膜を成膜した。成膜後、ＰＡＮ系エッチ
ング液を用い、ウェットエッチでパターニングしてソース電極・ドレイン電極１４，１５
を形成した。
　次に、ＰＥＣＶＤにて、ＳｉＯｘを成膜して、第一の保護層１６とした。
　さらに、第二の保護層１７として、ＰＥＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ　ＳｉＮｘ：Ｈ）にてＳｉ
Ｎｘを成膜したのちコンタクトホール１８を形成し、外部配線と接続した。
　その後、大気下、２８０℃で１時間熱処理してＷ＝２０μｍ、Ｌ＝５μｍのボトムゲー
ト構造バックチャンネルエッチ型電界効果型トランジスタを製造した。
　実施例４７及び実施例４７と同じ形状トランジスタの実施例４８－５１について、電界
効果型トランジスタの素子構成を表１１に示す。
　また、評価結果を表１２に示す。
【０１１８】
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【表１１】

【０１１９】
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【表１２】

【０１２０】
実施例４８－５１
　表１１に示すように、各電極、第一の保護層及び第二の保護層、作製プロセスを変更し
た他は、実施例４７と同様の構造の電界効果型トランジスタを作製し、評価した。
【０１２１】
実施例５２及び５３
　表１３に示す条件で、図７に示すコプラナー構造電界効果型トランジスタを作製し、評
価した。尚、各部材の付番は図１と同様とし、説明を省略する。
　ガラス基板１０上にゲート電極１１及びゲート絶縁膜１２を形成した（図７(a)(b)）。
半導体層１３を形成した後、第一の保護層１６’を成膜した（図７(c)）。
　第一の保護層１６’上にレジスト膜２１を形成した（図７（ｄ））。基板１０側から光
を照射し、ゲート電極１１をマスクとするようにして、レジスト膜の一部２１’を露光し
、除去した（図７（ｅ）（ｆ））。その後、第一の保護層１６’をゲート電極１１と整合
するようパターニングし第一の保護層１６とした（図７（ｇ））。
　ＰＥＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ　ＳｉＮｘ：Ｈ）にてＳｉＮｘを成膜し、第二の保護層１７を
形成すると同時に、半導体層部分１３の第一の保護層１６で覆われていない部分１３ａを
低抵抗化させ、低抵抗化した半導体層部分１３ａとした（図７（ｈ））。コンタクトホー
ル１８を形成し、ドレイン電極１４及びソース電極１５と接続して、コプラナー構造電界
効果型トランジスタを作製した（図７（ｉ））。
　評価結果を表１４に示す。
【０１２２】
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【表１３】

【０１２３】
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【表１４】

【０１２４】
　尚、実施例５２の半導体層、ソース・ドレイン電極と同様の条件でガラス基板上に薄膜
を作製し、ホール効果の温度特性を評価した。半導体層と同一条件で作製した薄膜は温度
依存性を示し非縮退半導体、ソース・ドレイン電極と同一条件で作製した薄膜は温度依存
性を示さず縮退半導体であった。
　図８に移動度の温度依存性を示す。直線の傾きから活性化エネルギーを計算できる。図
中（１）がソース・ドレイン電極に相当し、（２）が半導体層に相当する。半導体層に相
当する膜は活性化エネルギー約３５ｍｅＶで熱活性型を示し非縮退半導体であること、ソ
ース・ドレイン電極に相当する膜は活性化エネルギー３ｍｅＶ未満で縮退半導体であるこ
とが確認できた。
【０１２５】
実施例５４
　表１３に示す条件で、図９に示すトップゲート構造電界効果型トランジスタを作製し、
評価した。尚、第一の保護層を積層構造とし、半導体層１３成膜前に形成した。基板１０
側にＰＥＣＶＤでＳｉＮｘを成膜した第一の保護層１６ｂを、その上にＰＥＣＶＤでＳｉ
Ｏ２を成膜した第一の保護層１６ａを形成した。
　トランジスタの評価結果を表１４に示す。
【０１２６】
実施例５５
　表１３に示す条件で、図１０に示す電界効果トランジスタを作製した。このトランジス
タは、図１に示すボトムゲート構造のエッチストッパー（ＥＳ）型の電界効果トランジス
タにおいて、ソース電極及びドレイン電極を、半導体層の一部を低抵抗化することで形成
したものである。
　ガラス基板１０上に、室温のＲＦスパッタリングでモリブデン金属を２００ｎｍ積層し
た後、ウェットエッチングでパターニングし、ゲート電極１１を作製した。
　次に、ゲート電極を作製した基板にプラズマ化学気相成長装置（ＰＥＣＶＤ）にて、Ｓ
ｉＯｘを成膜し、ゲート絶縁膜１２とした。
　次に、評価例１８で製造したターゲットを、ＤＣスパッタ法の一つであるＤＣマグネト
ロンスパッタリング法の成膜装置に装着し、ゲート絶縁膜上に成膜した。スパッタ条件は
、評価例１８と同じとした。
　その後蓚酸系のウェットエッチング液でパターニングして半導体層１３（膜厚４０ｎｍ
）を形成した。
【０１２７】
　次に、ＰＥＣＶＤにて、ＳｉＯｘを成膜、ドライエッチ（ＲＩＥ）でパターニングして
、第一の保護層１６（エッチストッパー）とした。
　ここまでの工程で、図３ｂ（ｈ）に示す、第一の保護層１６が形成された基板を得た。
　その後、第二の保護層１７として、ＰＥＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ　ＳｉＮｘ：Ｈ）にてＳｉ
Ｎｘを成膜すると同時に、半導体層１３の一部を低抵抗化させソース電極１４・ドレイン
電極１５を形成した。尚、ＳｉＮｘを成膜した際の水素プラズマにより半導体層の一部が
低抵抗化する。
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　その後、コンタクトホール１８を形成し、外部配線と接続した。
　その後、大気下、２８０℃で１時間熱処理してＷ＝２０μｍ、Ｌ＝５μｍのボトムゲー
ト構造コプラナー型電界効果型トランジスタを製造した。
　トランジスタの評価結果を表１４に示す。
【０１２８】
実施例５６－５８
　表１３に示すように、半導体層の形成、ソース・ドレイン電極を変更し、半導体層の形
成とソース・ドレイン電極の形成をウェットエッチングで行った以外は、実施例１と同様
に作製・評価した。
　尚、半導体層は修酸系エッチング液を用いパターニングし、ソース電極・ドレイン電極
は、ＰＡＮ系エッチング液を用いパターニングした。
【０１２９】
比較例１－５
　表１５に示す構成のボトムゲート構造バックチャンネルエッチ型電界効果型トランジス
タを作製した。
　半導体層は、表１６に示す条件で、２種のターゲット（ＺｎＯとＩｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２

（原子比Ｉｎ：Ｓｎ＝１：１））を用いコスパッタで形成した。
　図１１は、コスパッタによる薄膜形成の概念図である。
　回転台３１に基板１０を固定し、スパッタ処理中に軸３２によって回転台３１を回転さ
せる。これにより、Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２ターゲット３３及びＺｎＯターゲット３４の両
者を使用した成膜ができる。
　尚、ＺｎＯターゲットはＲＦスパッタ、Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２（原子比Ｉｎ：Ｓｎ＝１
：１）ターゲットはＤＣスパッタを用い成膜した。
　実施例１と同様に、ＸＰＳで測定した比較例１及び５のＳｎ平均価数は、それぞれ＋２
．９、＋３．０であった。
　尚、比較例で作製した電界効果型トランジスタの素子構成を表１５に示す。また、比較
例で使用した半導体層の成膜条件、半導体層の組成、特性を表１６、１７に示す。さらに
、比較例のトランジスタの評価結果を表１８に示す。
【０１３０】
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【表１５】

【０１３１】
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【表１６】

【０１３２】
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【表１７】

【０１３３】
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【表１８】

【０１３４】
比較例６－１４
　半導体層の組成比を表１６、１７に示すように変えた他は、実施例１と同様にして、電
界効果型トランジスタを製造し、評価した。
【０１３５】
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比較例１５－１９
　表１７に示す条件で半導体層を形成し、表１５に示したＴＦＴ構造及び製造プロセスと
した他は、実施例１と同様にして、電界効果型トランジスタを製造し、評価した。
【０１３６】
比較例２０
　組成比を変更し、半導体層をドライエッチした他は、実施例５５と同様に電界効果型ト
ランジスタを作製し、評価した。
　その結果、半導体層の組成比が同じである比較例１３と比べて、トランジスタ特性が大
幅に低下した。半導体の一部を低抵抗化させる際に錫の低級酸化物が生成してしまいコン
タクト抵抗が大きくなったためと考えられる。これは錫の量が多く、Ｓｎ／Ｚｎ比も大き
いことが原因と考えられる。
【０１３７】
[実施例及び比較例の検討]
（１）半導体層におけるＺｎ量（Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ））
　図１２にＩｎとＳｎ比を一定にした時のＺｎ量（Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ））と移動
度（ａ）、オフ電流（ｂ）の関係を示した。図１２において、実施例の測定値に基づく線
をＡで、比較例の測定値に基づく線をＢで示してある。
　保護層の無い比較例１～５に比べ、保護層を形成した後に熱処理を加えたものは、Ｚｎ
量が増えても移動度が低下しなかった。Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）＝０．６付近で非常
に高い移動度と低いオフ電流を示し、実用的なＴＦＴが構成できることが分かる。
【０１３８】
（２）Ｉｎ量（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ））、あるいはＳｎ量（Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋
Ｚｎ））
　図１３にＺｎ量を一定にした時のＩｎ量（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ））と移動度（ａ
）、オフ電流（ｂ）の関係を示す。図１３は、実施例１８－２５から得られた結果を、図
２に示す組成領域１－３について、熱処理温度を変えて比較した結果を示している。３５
０℃で熱処理した場合は、移動度が高いオフ電流が低いなど領域３の特性が良好で、２０
０℃で熱処理した場合は、移動度が高いなど領域２の特性が良好であった。
　また、保護層を付けた後に２８０℃熱処理を加えたものはＳｎ／Ｉｎ比が０．３３から
１付近で非常に高い移動度と低いオフ電流を示し、実用的なＴＦＴが構成できることが分
かる。
　また、熱処理温度の比較からＳｎ／Ｉｎ比が小さいと（Ｓｎ量が少ないと）、低温の熱
処理でも良好なＴＦＴ特性が得られ、適正な錫量で低温プロセスに対応できることが分か
る。
【０１３９】
（３）保護層
　比較例１８と実施例４２の比較から、第一の保護層の形成後に熱処理をすることで、ト
ランジスタ特性の向上（オンオフ比の向上、オフ電流の低減、Ｓ値の低減、閾値電圧の低
減）と耐湿性の向上の効果が確認できた。
　実施例４２と実施例４０の比較から、第二の保護層の形成後に熱処理をすることで、さ
らに耐湿性やＳ値が向上することが分かった。
　同様に、実施例１と比較例１９の比較から、第一、第二の保護層により、トランジスタ
特性の向上（オンオフ比の向上、オフ電流の低減、Ｓ値の低減、閾値電圧の低減）と耐湿
性の向上の効果が分かった。
【０１４０】
（４）錫原子の添加
　比較例１７と１９の比較から、保護層が無い状態でも錫の添加により耐湿性が向上する
ことが分かった。
　また、実施例１５、１２、８、比較例８の雰囲気温度による閾値電圧のシフト量（ΔＶ
ｔｈ（ｔｅｍｐ））を比較した。Ｓｎを含まない比較例８はΔＶｔｈ（ｔｅｍｐ）が１２
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Ｖ以上であったのに対して、Ｓｎを含む実施例１５、１２、８はΔＶｔｈ（ｔｅｍｐ）が
６Ｖ以下であった。Ｓｎが含まれることにより雰囲気温度に対する安定性も改良されてい
ることが確認できた。
　尚、雰囲気温度２５℃と８０℃でのＶｔｈの差（Ｖｔｈ（２５℃）－Ｖｔｈ（８０℃）
）を雰囲気温度による閾値電圧のシフト量（ΔＶｔｈ（ｔｅｍｐ））とした。
【０１４１】
（５）成膜時の酸素分圧
　実施例１，３８，３９から、酸素分圧５×１０－３Ｐａから２．５×１０－２Ｐａで良
好な特性が得られることが分かった。
【０１４２】
（６）半導体層の組成領域によるプロセス上の特徴
　図２に示す各領域は、下記のプロセスが適用できることが確認できた。尚、図２中、○
で示した点は実施例の組成を示し、×で示した点は比較例の組成を示す。
領域１：半導体層の蓚酸等によるウェットエッチングが可能、ソース・ドレイン電極のＰ
ＡＮ等によるウェットエッチングが可能
領域２：半導体層の蓚酸等によるウェットエッチングが可能
領域３：半導体層の蓚酸等によるウェットエッチングが可能、ソース・ドレイン電極のＰ
ＡＮ等によるウェットエッチングが可能
領域４：ソース・ドレイン電極のＰＡＮ等によるウェットエッチングが可能
領域外：ソース・ドレイン電極のＰＡＮ等によるウェットエッチングが可能
　尚、領域１～４及びそれらの領域外ともにドライエッチングが可能であった。
【０１４３】
（７）ターゲット
　なお、評価例１、７、１９、２５、２６、２７、比較例６、１２、１５のターゲットの
性状を表１９にまとめた。
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が７０原子％以下であり、Ｉｎ／
（Ｉｎ＋Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が３３原子％未満であり、Ｓｎ／（Ｉｎ＋
Ｓｎ＋Ｚｎ）で表される原子組成比率が５原子％以上１５原子％未満であるターゲット（
評価例７、２５、２６、２７）の性状が、Ｉｎ（インジウム）含有量が少なく、Ｚｎ２Ｓ
ｎＯ４で表されるスピネル構造化合物を主成分として、ターゲット性状が特に良好であっ
た。また、電界効果トランジスタを作製した際の特性も良好であった。
【０１４４】
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【表１９】

【産業上の利用可能性】
【０１４５】
　本発明の電界効果型トランジスタは、ディスプレイ用パネル、ＲＦＩＤタグ、
Ｘ線ディテクタパネル・指紋センサ・フォトセンサ等のセンサ等に好適に使用できる。
　上記に本発明の実施形態及び／又は実施例を幾つか詳細に説明したが、当業者は、本発
明の新規な教示及び効果から実質的に離れることなく、これら例示である実施形態及び／
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又は実施例に多くの変更を加えることが容易である。従って、これらの多くの変更は本発
明の範囲に含まれる。
　この明細書に記載の文献の内容を全てここに援用する。

【図１】

【図２】

【図３ａ】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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